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【本実務ガイダンスは、会員が遵守すべき基準等に該当しない。また、2024 年４月 18 日時点の最新

情報に基づいている。】 

  

  

《Ⅰ 本実務ガイダンスの適用範囲》 《Ⅰ 本実務ガイダンスの適用範囲》 

《１．適用範囲》 《１．適用範囲》 

１．本実務ガイダンスは、レビュー業務実務指針 2400「財務諸表のレビュー業務」に基づきレビュー

業務を実施する際に理解が必要と思われる事項について、Ｑ＆Ａ方式によって解説を提供し、会員

の理解を支援するために作成されたものである。 

１．本実務ガイダンスは、保証業務実務指針 2400「財務諸表のレビュー業務」に基づきレビュー業務

を実施する際に理解が必要と思われる事項について、Ｑ＆Ａ方式によって解説を提供し、会員の理

解を支援するために作成されたものである。 

２．本実務ガイダンスの適用に際し関連する報告書又は実務指針は、主に以下のとおりである。 ２．本実務ガイダンスの適用に際し関連する報告書又は実務指針は、主に以下のとおりである。 

・ レビュー業務実務指針 2400「財務諸表のレビュー業務」 ・ 保証業務実務指針 2400「財務諸表のレビュー業務」 

・ 品質管理基準報告書第１号「監査事務所における品質管理」 ・ 品質管理基準報告書第１号「監査事務所における品質管理」 

本実務ガイダンスは、監査事務所による品質管理の方針及び手続の整備・運用、並びに個々のレ

ビュー業務の実施に関して追加的な要求事項を設定するものではない。 

本実務ガイダンスは、監査事務所による品質管理の方針及び手続の整備・運用、並びに個々のレ

ビュー業務の実施に関して追加的な要求事項を設定するものではない。 

  

（省 略） （省 略） 

《Ⅱ Ｑ＆Ａ》 《Ⅱ Ｑ＆Ａ》 

Ｑ１ レビュー業務の対象となる財務諸表等 Ｑ１ レビュー業務の対象となる財務諸表等 

レビュー業務実務指針 2400「財務諸表のレビュー業務」では、どのような財務情報がレビューの

対象になるのか。 
 

保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」では、どのような財務情報がレビューの対象

になるのか。 
 

  

レビュー業務実務指針2400は、過去財務情報のレビュー業務に適用される（レビュー実2400第３

項）。ここで、過去財務情報とは、過去の一定期間に発生した経済事象、又は過去の一定時点における

経済的な状態若しくは状況について財務的に表現した特定の企業に関連する情報であり、主として企

業の会計システムから得られるものである（監査基準報告書200「財務諸表監査における総括的な目

的」第12項(1)参照）。 

保証業務実務指針2400は、過去財務情報のレビュー業務に適用される（保証実2400第３項）。ここ

で、過去財務情報とは、過去の一定期間に発生した経済事象、又は過去の一定時点における経済的な

状態若しくは状況について財務的に表現した特定の企業に関連する情報であり、主として企業の会計

システムから得られるものである（監査基準報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」第12項

(1)参照）。 

我が国では、年度の財務諸表の監査を実施する監査人（以下「年度の財務諸表の監査人」という。） 我が国では、年度の財務諸表の監査を実施する監査人（以下「年度の財務諸表の監査人」という。）
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が実施する期中レビュー業務（金融商品取引法の規定に基づき年度の財務諸表の監査人が中間財務諸

表に対して実施する期中レビュー業務及び年度の財務諸表の監査人が期中財務諸表に対して実施す

る期中レビュー業務（以下「年度の財務諸表の監査人が行う期中レビュー」という。））には、一般に

公正妥当と認められる期中レビューの基準（企業会計審議会が公表する期中レビュー基準とその実務

の指針として日本公認会計士協会が公表する期中レビュー基準報告書第１号「独立監査人が実施する

中間財務諸表に対するレビュー」及び期中レビュー基準報告書第２号「独立監査人が実施する期中財

務諸表に対するレビュー」から構成される。以下「期中レビューの基準」という。）が適用される。 

が実施する期中レビュー業務（金融商品取引法の規定に基づき年度の財務諸表の監査人が中間財務諸

表に対して実施する期中レビュー業務及び年度の財務諸表の監査人が期中財務諸表に対して実施す

る期中レビュー業務（以下「年度の財務諸表の監査人が行う期中レビュー」という。））には、一般に

公正妥当と認められる期中レビューの基準（企業会計審議会が公表する期中レビュー基準とその実務

の指針として日本公認会計士協会が公表する期中レビュー基準報告書第１号「独立監査人が実施する

中間財務諸表に対するレビュー」及び期中レビュー基準報告書第２号「独立監査人が実施する期中財

務諸表に対するレビュー」から構成される。以下「期中レビューの基準」という。）が適用される。 

したがって、レビュー業務実務指針2400は、年度の財務諸表の監査人が実施する期中レビュー業務

には適用しない（レビュー実2400第２項参照）。 

したがって、保証業務実務指針2400は、年度の財務諸表の監査人が実施する期中レビュー業務には

適用しない（保証実2400第２項参照）。 

なお、レビュー業務実務指針2400は、過去財務情報のうち、個別の財務表を対象とするレビュー業

務には適用可能であるが、財務諸表項目等については、実施上の困難を考慮して、レビュー業務を行

うことは想定していない（レビュー実2400第３項参照）。 

なお、保証業務実務指針2400は、過去財務情報のうち、個別の財務表を対象とするレビュー業務に

は適用可能であるが、財務諸表項目等については、実施上の困難を考慮して、レビュー業務を行うこ

とは想定していない（保証実2400第３項参照）。 

  

（解説） （解説） 

(1) 期中レビューの基準とレビュー業務実務指針2400の適用関係 (1) 期中レビューの基準と保証業務実務指針2400の適用関係 

レビュー業務実務指針2400は、年度の財務諸表の監査人が行う期中レビュー業務を除く、財務諸

表又は財務表を対象としたレビュー業務に適用可能である。例えば、会計監査人非設置会社が金融

機関へ任意で提出する財務諸表、期中財務諸表又は貸借対照表のみの個別の財務表等、レビュー対

象の財務情報が期中財務情報か年度の財務情報か、完全な一組の財務諸表か否かを問わず、さらに、

適用される財務報告の枠組みが一般目的か特別目的かを問わない。 

保証業務実務指針2400は、年度の財務諸表の監査人が行う期中レビュー業務を除く、財務諸表又

は財務表を対象としたレビュー業務に適用可能である。例えば、会計監査人非設置会社が金融機関

へ任意で提出する財務諸表、期中財務諸表又は貸借対照表のみの個別の財務表等、レビュー対象の

財務情報が期中財務情報か年度の財務情報か、完全な一組の財務諸表か否かを問わず、さらに、適

用される財務報告の枠組みが一般目的か特別目的かを問わない。 

  

（2）財務諸表項目等のレビュー （2）財務諸表項目等のレビュー 

財務諸表項目等については、通常、質問及び分析的手続では、想定利用者の信頼性を高める意味

のある保証(Ｑ４参照)を達成することはできないと考えられることから、レビュー業務実務指針

2400では、「財務諸表の構成要素、勘定又はその他の項目」を対象としたレビュー業務は想定してい

ない。 

財務諸表項目等については、通常、質問及び分析的手続では、想定利用者の信頼性を高める意味

のある保証(Ｑ４参照)を達成することはできないと考えられることから、保証業務実務指針2400で

は、「財務諸表の構成要素、勘定又はその他の項目」を対象としたレビュー業務は想定していない。 

  

国際レビュー業務基準との適用関係の比較 国際レビュー業務基準との適用関係の比較 

業務実施者 年度の財務諸表の監査人（注１） 年度の財務諸表の監査人以外(注１) 

対象期 
期中 

年度 期中 
半期 半期以外 

対
象
と
な
る 

過
去
財
務
情
報 

完全な一組の 
財務諸表 

ISRE2410 ISRE2410 ISRE2400 ISRE2400 

期中レビューの
基準 

（レ基報１号） 

期中レビューの
基準 

(レ基報２号) 
レビュー実 2400 レビュー実 2400 

業務実施者 年度の財務諸表の監査人（注１） 年度の財務諸表の監査人以外(注１) 

対象期 
期中 

年度 期中 
半期 半期以外 

対
象
と
な
る 

過
去
財
務
情
報 

完全な一組の 
財務諸表 

ISRE2410 ISRE2410 ISRE2400 ISRE2400 

期中レビューの
基準 

（レ基報１号） 

期中レビューの
基準 

(レ基報２号) 
保証実2400 保証実2400 



- 4 - 

改正案 現 行 

上記以外の 
過去財務情報 
(個別の財務表等) 

ISRE2410 ISRE2410 ISRE2400 ISRE2400 

期中レビューの
基準 

(レ基報２号) 

期中レビューの
基準 

(レ基報２号) 
レビュー実 2400 レビュー実 2400 

 

上記以外の 
過去財務情報 
(個別の財務表等) 

ISRE2410 ISRE2410 ISRE2400 ISRE2400 

期中レビューの
基準 

(レ基報２号) 

期中レビューの
基準 

(レ基報２号) 
保証実2400 保証実2400 

 

（注１）各国の証券取引法等の規制に基づく監査実施者に限定されない。したがって、任意監査や非上場会社等の監査人も

含まれる。 

（注１）各国の証券取引法等の規制に基づく監査実施者に限定されない。したがって、任意監査や非上場会社等の監査人も

含まれる。 

（注２）表内の上段は国際レビュー業務基準、下段は対応する我が国の基準、報告書又は実務指針である。 （注２）表内の上段は国際レビュー業務基準、下段は対応する我が国の基準、報告書又は実務指針である。 

  

Ｑ２ レビュー業務によって得られる保証水準（１） Ｑ２ レビュー業務によって得られる保証水準（１） 

財務諸表の監査と財務諸表のレビューでは保証水準はどう異なるのか。 
 

財務諸表の監査と財務諸表のレビューでは保証水準はどう異なるのか。 
 

  

レビュー業務実務指針 2400 に準拠したレビュー業務は限定的保証業務である。一方、一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査業務は合理的保証業務である。 

保証業務実務指針 2400 に準拠したレビュー業務は限定的保証業務である。一方、一般に公正妥当

と認められる監査の基準に準拠して実施される監査業務は合理的保証業務である。 

合理的保証業務において、監査人（業務実施者）は絶対的ではないが高い水準の保証を得る（監基

報 200 第５項及び第 12項(8)参照）。また、合理的な保証は、監査人が、監査リスク（財務諸表に重要

な虚偽表示がある場合に監査人が不適切な意見を表明するリスク）を許容可能な低い水準に抑えるため

に、十分かつ適切な監査証拠を入手した場合に得られる（監基報 200 第５項及び第 16項参照）。 

合理的保証業務において、監査人（業務実施者）は絶対的ではないが高い水準の保証を得る（監基

報 200 第５項及び第 12項(8)参照）。また、合理的な保証は、監査人が、監査リスク（財務諸表に重要

な虚偽表示がある場合に監査人が不適切な意見を表明するリスク）を許容可能な低い水準に抑えるため

に、十分かつ適切な監査証拠を入手した場合に得られる（監基報 200 第５項及び第 16項参照）。 

一方、限定的保証業務において、業務実施者は、合理的保証業務の場合より高い水準であるが、業

務の状況において受け入れることができる程度に保証業務リスク（財務諸表の重要な虚偽表示を看過

して誤った結論を表明する可能性）を抑える（レビュー実 2400 第 17 項(2)及び(6)参照）。 

一方、限定的保証業務において、業務実施者は、合理的保証業務の場合より高い水準であるが、業

務の状況において受け入れることができる程度に保証業務リスク（財務諸表の重要な虚偽表示を看過

して誤った結論を表明する可能性）を抑える（保証実 2400 第 17 項(2)及び(6)参照）。 

  

（解説） （解説） 

（省 略） （省 略） 

  

一方、限定的保証業務においては、業務実施者は合理的保証業務の場合よりも高い水準であるが、

業務の状況において受け入れることができる程度に保証業務リスクを抑える必要がある。したがっ

て、限定的保証業務において、業務実施者が入手する証拠の十分性と適切性の水準は、合理的保証業

務と比較すると、実施した手続の種類、時期及び範囲の相違から限定的なものとなる。無限定の結論

を表明する場合、財務報告の枠組みが適正表示の枠組みの場合は「財務諸表が、[適用される財務報告

の枠組み]に準拠して、…を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかった」という結論を、準拠性の枠組みの場合は「財務諸表が、[適用される財務報告の枠組

み]に準拠して作成されていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった」

という結論を表明する（レビュー実 2400 第 74 項参照）。 

一方、限定的保証業務においては、業務実施者は合理的保証業務の場合よりも高い水準であるが、

業務の状況において受け入れることができる程度に保証業務リスクを抑える必要がある。したがっ

て、限定的保証業務において、業務実施者が入手する証拠の十分性と適切性の水準は、合理的保証業

務と比較すると、実施した手続の種類、時期及び範囲の相違から限定的なものとなる。無限定の結論

を表明する場合、財務報告の枠組みが適正表示の枠組みの場合は「財務諸表が、[適用される財務報告

の枠組み]に準拠して、…を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかった」という結論を、準拠性の枠組みの場合は「財務諸表が、[適用される財務報告の枠組

み]に準拠して作成されていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった」

という結論を表明する（保証実 2400 第 74 項参照）。 
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（省 略） （省 略） 

  

Ｑ３ レビュー業務によって得られる保証水準（２） Ｑ３ レビュー業務によって得られる保証水準（２） 
限定的保証業務で少なくとも得なければならない意味のある保証（meaningful assurance）とは、

どのような意味か。 
 

限定的保証業務で少なくとも得なければならない意味のある保証（meaningful assurance）とは、

どのような意味か。 
 

  

限定的保証業務で実施される手続の種類、時期及び範囲は、合理的保証業務で必要な手続と比較し

て限定的であるが、業務実施者の職業的専門家としての判断において、意味のある保証水準を得るよ

うに計画される。意味のある保証水準は、想定利用者にとって、財務諸表の信頼性を少なくともある

程度高める保証水準であると説明されている（レビュー実 2400 第 17 項(6)参照）。 

限定的保証業務で実施される手続の種類、時期及び範囲は、合理的保証業務で必要な手続と比較し

て限定的であるが、業務実施者の職業的専門家としての判断において、意味のある保証水準を得るよ

うに計画される。意味のある保証水準は、想定利用者にとって、財務諸表の信頼性を少なくともある

程度高める保証水準であると説明されている（保証実 2400 第 17 項(6)参照）。 

  

（省 略） （省 略） 

  

Ｑ４ レビュー業務によって得られる保証水準（３） Ｑ４ レビュー業務によって得られる保証水準（３） 
レビュー業務実務指針 2400 に準拠したレビュー業務と年度の監査人が実施する期中レビュー業

務では、保証水準と手続に差があるのか。 
 

保証業務実務指針2400に準拠したレビュー業務と年度の監査人が実施する期中レビュー業務で

は、保証水準と手続に差があるのか。 
 

  

レビュー業務実務指針 2400 に準拠したレビュー業務と年度の財務諸表の監査人が実施する期中レ

ビュー業務では、実施者の要件や、重要な虚偽表示が発生する可能性の識別・評価、内部統制の理解

に関する要求事項等に相違がある。一般的には、これらの相違により年度の財務諸表の監査人が実施

する期中レビュー業務の方がレビュー業務実務指針 2400 に準拠したレビュー業務より、結果的に保

証水準が高くなる場合が多いと考えられる。 

保証業務実務指針 2400 に準拠したレビュー業務と年度の財務諸表の監査人が実施する期中レビュ

ー業務では、実施者の要件や、重要な虚偽表示が発生する可能性の識別・評価、内部統制の理解に関

する要求事項等に相違がある。一般的には、これらの相違により年度の財務諸表の監査人が実施する

期中レビュー業務の方が保証業務実務指針 2400 に準拠したレビュー業務より、結果的に保証水準が

高くなる場合が多いと考えられる。 

  

（解説） （解説） 

（省 略） （省 略） 

  

一方、レビュー業務実務指針 2400 に準拠したレビュー業務は、重要な虚偽表示リスクの識別と評

価、内部統制の理解(整備状況の評価)並びに運用状況の評価の実施は求めておらず、重要な虚偽表示が

生じる可能性の高い財務諸表の領域の識別と企業及び企業環境と適用される財務報告の枠組みの理解

のみを求めている（レビュー実 2400 第 46 項参照）。 

一方、保証業務実務指針 2400 に準拠したレビュー業務は、重要な虚偽表示リスクの識別と評価、内

部統制の理解(整備状況の評価)並びに運用状況の評価の実施は求めておらず、重要な虚偽表示が生じる

可能性の高い財務諸表の領域の識別と企業及び企業環境と適用される財務報告の枠組みの理解のみを

求めている（保証実 2400 第 46 項参照）。 

期中レビューの基準に準拠したレビュー業務とレビュー業務実務指針 2400 に準拠した財務諸表の

レビュー業務は、いずれも質問と分析的手続を実施し、財務諸表に重要な虚偽表示が存在する可能性

が高いと認められる場合に追加的な手続を実施することは共通する（「期中レビュー基準」第二 実

施基準 ７及びレビュー実 2400 第 58 項参照）。しかし、年度の財務諸表の監査を通じて得た監査人

の知識を活用しながら行う期中レビューの保証水準は、一般的には、レビュー業務実務指針 2400 に

期中レビューの基準に準拠したレビュー業務と保証業務実務指針 2400 に準拠した財務諸表のレビ

ュー業務は、いずれも質問と分析的手続を実施し、財務諸表に重要な虚偽表示が存在する可能性が高

いと認められる場合に追加的な手続を実施することは共通する（「期中レビュー基準」第二 実施基

準 ７及び保証実 2400 第 58 項参照）。しかし、年度の財務諸表の監査を通じて得た監査人の知識を

活用しながら行う期中レビューの保証水準は、一般的には、保証業務実務指針 2400 に準拠したレビ
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準拠したレビューの保証水準よりも相対的に高くなることが多いと考えられる。 ューの保証水準よりも相対的に高くなることが多いと考えられる。 

  

  
虚偽表示リスク/ 

虚偽表示の可能性 
内部統制の理解 相対的な保証水準 

期中レビューの基準に 

準拠したレビュー業務 

年度の監査における重

要な虚偽表示リスクの

評価を考慮 

企業及び企業環境の理

解に加え、監査における

内部統制の理解、運用状

況の評価を考慮 

限定的保証の水準 

レビュー業務実務指針

2400 に準拠したレビュー

業務 

重要な虚偽表示が生じ

る可能性の高い財務諸

表の領域の識別のみ実

施 

企業及び企業環境と適

用される財務報告の枠

組みの理解のみ実施し、

内部統制の評価は求め

られていない。 

限定的保証であるが、

期中レビューより多く

の場合低い水準 

 

  
虚偽表示リスク/ 

虚偽表示の可能性 
内部統制の理解 相対的な保証水準 

期中レビューの基準に 

準拠したレビュー業務 

年度の監査における重

要な虚偽表示リスクの

評価を考慮 

企業及び企業環境の理

解に加え、監査における

内部統制の理解、運用状

況の評価を考慮 

限定的保証の水準 

保証業務実務指針2400に

準拠したレビュー業務 

重要な虚偽表示が生じ

る可能性の高い財務諸

表の領域の識別のみ実

施 

企業及び企業環境と適

用される財務報告の枠

組みの理解のみ実施し、

内部統制の評価は求め

られていない。 

限定的保証であるが、

期中レビューより多く

の場合低い水準 

 

  
Ｑ５ 業務実施者に求められる保証業務を実施する能力 Ｑ５ 業務実施者に求められる保証業務を実施する能力 

レビュー業務実務指針 2400 に準拠したレビュー業務を実施するに当たり、業務実施者に求めら

れる保証業務を実施する能力はどのようなものか。 
 

保証業務実務指針2400に準拠したレビュー業務を実施するに当たり、業務実施者に求められる保

証業務を実施する能力はどのようなものか。 
 

  

レビュー業務実務指針 2400 に準拠したレビュー業務を実施するに当たっては、業務実施者には、

保証業務を実施する適切な能力が求められる。具体的には、レビュー業務実務指針 2400 第 24 項及び

第 25 項(4)②において、業務執行責任者及び業務チームは、保証業務の技能及び技法並びに財務報告

に関する専門知識を保持することが要求されている。ここで、保証業務の技能及び技法とは、業務の

計画、証拠の収集、証拠の評価、コミュニケーション及び結論の報告に当たって、業務実施者により

発揮される技能及び技法をいい、特定の保証業務における主題又はその測定若しくは評価における専

門性(財務諸表のレビュー業務の場合は財務報告に関する専門性)とは区別される（レビュー実 2400

第 17 項(21)参照）。 

保証業務実務指針 2400 に準拠したレビュー業務を実施するに当たっては、業務実施者には、保証

業務を実施する適切な能力が求められる。具体的には、保証業務実務指針 2400 第 24 項及び第 25 項

(4)②において、業務執行責任者及び業務チームは、保証業務の技能及び技法並びに財務報告に関する

専門知識を保持することが要求されている。ここで、保証業務の技能及び技法とは、業務の計画、証

拠の収集、証拠の評価、コミュニケーション及び結論の報告に当たって、業務実施者により発揮され

る技能及び技法をいい、特定の保証業務における主題又はその測定若しくは評価における専門性(財

務諸表のレビュー業務の場合は財務報告に関する専門性)とは区別される（保証実 2400 第 17 項(21)

参照）。 

（省 略） （省 略） 
  

（解説） （解説） 

（省 略） （省 略） 

  

レビュー業務において、業務実施者は、財務諸表に重要な影響を与える事実、取引及び実務を理解

するための適切な専門的能力と実務経験を踏まえ、職業的懐疑心を保持し、職業的専門家としての判

断を行使する。また、業務実施者は、関連する法令及び職業倫理に関する規定を遵守する必要があり、

レビュー業務においても監査と同様の独立性を保持することが求められている(独立性に関する指針

第１部第１項参照)。レビュー業務における品質管理についても、監査事務所は品質管理基準報告書

レビュー業務において、業務実施者は、財務諸表に重要な影響を与える事実、取引及び実務を理解

するための適切な専門的能力と実務経験を踏まえ、職業的懐疑心を保持し、職業的専門家としての判

断を行使する。また、業務実施者は、関連する法令及び職業倫理に関する規定を遵守する必要があり、

レビュー業務においても監査と同様の独立性を保持することが求められている(独立性に関する指針

第１部第１項参照)。レビュー業務における品質管理についても、監査事務所は品質管理基準報告書
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第１号「監査事務所における品質管理」に準拠して品質管理システム並びに方針又は手続を整備し、

運用することが求められ（レビュー実 2400 第４項、Ｑ７参照）、業務実施者は、監査事務所の定めた

品質管理の方針又は手続に準拠して業務を実施することが求められる（レビュー実 2400 第 25 項(4)

参照）。 

第１号「監査事務所における品質管理」に準拠して品質管理システム並びに方針又は手続を整備し、

運用することが求められ（保証実 2400 第４項、Ｑ７参照）、業務実施者は、監査事務所の定めた品質

管理の方針又は手続に準拠して業務を実施することが求められる（保証実 2400 第 25 項(4)参照）。 

さらに、レビュー業務実務指針 2400 は、監査業務における監査基準報告書のように詳細な規定を

有しておらず、レビュー業務の実施に最低限必要な事項を記載しているのみである。これは、監査の

知識及び経験を有する公認会計士が、実務指針に記載のない事項については、その知識及び経験を基

に、必要に応じて監査基準報告書を参考にしながら、自らの判断で補って理解することが想定されて

いるためである。 

さらに、保証業務実務指針 2400 は、監査業務における監査基準報告書のように詳細な規定を有し

ておらず、レビュー業務の実施に最低限必要な事項を記載しているのみである。これは、監査の知識

及び経験を有する公認会計士が、実務指針に記載のない事項については、その知識及び経験を基に、

必要に応じて監査基準報告書を参考にしながら、自らの判断で補って理解することが想定されている

ためである。 

このように、保証業務においては、得られる保証水準の高低にかかわらず、業務実施者には保証業

務を実施する適切な能力が求められている。保証業務の技法及び技能としては、具体的には、以下が

例示されている（レビュー実 2400 の A26 項参照）。 

このように、保証業務においては、得られる保証水準の高低にかかわらず、業務実施者には保証業

務を実施する適切な能力が求められている。保証業務の技法及び技能としては、具体的には、以下が

例示されている（保証実 2400 の A26 項参照）。 

・ レビュー業務の計画及び実施過程における職業的懐疑心の保持及び職業的専門家としての判断

の行使 

・ レビュー業務の計画及び実施過程における職業的懐疑心の保持及び職業的専門家としての判断

の行使 

・ 情報システムの理解並びに内部統制の役割及び限界の理解 ・ 情報システムの理解並びに内部統制の役割及び限界の理解 

・ 重要性及び保証業務リスクの検討とこれに基づいたレビュー手続（種類、時期及び範囲）の決

定 

・ 重要性及び保証業務リスクの検討とこれに基づいたレビュー手続（種類、時期及び範囲）の決

定 

・ 適切な手続の選択と適用（質問及び分析的手続に加え、必要に応じて他の種類の手続を選択し

適用する。） 

・ 適切な手続の選択と適用（質問及び分析的手続に加え、必要に応じて他の種類の手続を選択し

適用する。） 

・ 体系的な調書の作成 ・ 体系的な調書の作成 

・ レビュー報告書の作成 ・ レビュー報告書の作成 

このような保証業務の技能及び技法は、継続的専門能力開発（CPD）等の履行及び保証業務に係る実

務経験を通じて初めて身に付けられるものである。 

このような保証業務の技能及び技法は、継続的専門能力開発（CPD）等の履行及び保証業務に係る実

務経験を通じて初めて身に付けられるものである。 

なお、財務諸表のレビュー業務においては、業務実施者には保証業務の技能及び技法という専門性

のみならず、主題に責任を負う者及び測定者又は評価者に求められる専門性である、財務報告に係る

専門知識についても要求されている点に留意する必要がある（レビュー実 2400 第 24 項参照）。これ

は、業務実施者が保証業務の技能及び技法を保持していても、保証の対象である主題情報（財務諸表）

がどのように作成されているのかを理解していなければ、保証を提供することができないためであ

る。 

なお、財務諸表のレビュー業務においては、業務実施者には保証業務の技能及び技法という専門性

のみならず、主題に責任を負う者及び測定者又は評価者に求められる専門性である、財務報告に係る

専門知識についても要求されている点に留意する必要がある（保証実 2400 第 24 項参照）。これは、

業務実施者が保証業務の技能及び技法を保持していても、保証の対象である主題情報（財務諸表）が

どのように作成されているのかを理解していなければ、保証を提供することができないためである。 

  

Ｑ６ 監査事務所の品質管理 Ｑ６ 監査事務所の品質管理 

レビュー業務実務指針 2400 に準拠したレビュー業務を実施するに当たり、監査事務所に求めら

れる品質管理はどのようなものか。 
 

保証業務実務指針2400に準拠したレビュー業務を実施するに当たり、監査事務所に求められる品

質管理はどのようなものか。 
 

  

レビュー業務を行う監査事務所は、品質管理基準報告書第１号に基づいて、レビュー業務に関して、 レビュー業務を行う監査事務所は、品質管理基準報告書第１号に基づいて、レビュー業務に関して、
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品質管理システムの目的の達成についての合理的な保証を確保するために、品質管理システム並びに

方針又は手続を整備し、運用する責任がある（レビュー実 2400 第４項参照）。なお、品質管理基準報

告書第１号における「監査」は、適宜「レビュー」と読み替えることに留意する。 

品質管理システムの目的の達成についての合理的な保証を確保するために、品質管理システム並びに

方針又は手続を整備し、運用する責任がある（保証実 2400 第４項参照）。なお、品質管理基準報告書

第１号における「監査」は、適宜「レビュー」と読み替えることに留意する。 

  

（解説） （解説） 

財務諸表のレビュー業務は、保証水準の高低の差こそあれ、監査同様に保証業務であることには相

違ない。監査事務所は、業務チームの行うレビュー業務の品質を合理的に確保するために、品質管理

基準報告書第１号に基づき、以下の９項目の構成要素からなる品質管理システムを整備し運用するこ

とが求められている（レビュー実 2400 の A3 項、品基報第１号第６項参照）。 

財務諸表のレビュー業務は、保証水準の高低の差こそあれ、監査同様に保証業務であることには相

違ない。監査事務所は、業務チームの行うレビュー業務の品質を合理的に確保するために、品質管理

基準報告書第１号に基づき、以下の９項目の構成要素からなる品質管理システムを整備し運用するこ

とが求められている（保証実 2400 の A3 項、品基報第１号第６項参照）。 

(1) 監査事務所のリスク評価プロセス (1) 監査事務所のリスク評価プロセス 

(2) ガバナンス及びリーダーシップ (2) ガバナンス及びリーダーシップ 

(3) 職業倫理及び独立性 (3) 職業倫理及び独立性 

(4) 契約の新規の締結及び更新 (4) 契約の新規の締結及び更新 

(5)業務の実施 (5)業務の実施 

・ 業務実施者がレビュー業務の品質の管理と達成に対して、レビュー業務の全過程を通じて十

分かつ適切に関与するという全体的な責任を含め、レビューチームが自らの責任を理解し果た

すための方針又は手続 

・ 業務実施者がレビュー業務の品質の管理と達成に対して、レビュー業務の全過程を通じて十

分かつ適切に関与するという全体的な責任を含め、レビューチームが自らの責任を理解し果た

すための方針又は手続 

・ 指揮及び監督、査閲に関する方針又は手続 ・ 指揮及び監督、査閲に関する方針又は手続 

・ 職業専門家としての懐疑心の保持と発揮 ・ 職業専門家としての懐疑心の保持と発揮 

・ 専門的な見解の問合せに関する方針又は手続 ・ 専門的な見解の問合せに関する方針又は手続 

・ 審査 ・ 審査 

レビュー業務実務指針 2400 に準拠したレビュー業務は、任意レビューとして実施されるた

め、審査は必須ではないが、品質管理基準報告書第１号第 34-２JP 項に記載されたリスク要因

が存在するレビュー業務については、審査の必要性を慎重に検討し、審査を要しない業務の範

囲について、審査に関する方針又は手続を定めることが求められる。 

保証業務実務指針 2400 に準拠したレビュー業務は、任意レビューとして実施されるため、審

査は必須ではないが、品質管理基準報告書第１号第 34-２JP 項に記載されたリスク要因が存在

するレビュー業務については、審査の必要性を慎重に検討し、審査を要しない業務の範囲につ

いて、審査に関する方針又は手続を定めることが求められる。 

・ レビュー業務上の判断の相違に関する方針又は手続 ・ レビュー業務上の判断の相違に関する方針又は手続 
・ 調書の維持及び保存に関する方針又は手続 ・ 調書の維持及び保存に関する方針又は手続 

(6) 監査事務所の業務運営に関する資源 (6) 監査事務所の業務運営に関する資源 

(7) 情報と伝達 (7) 情報と伝達 

(8) 品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス (8) 品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス 

(9) 監査事務所間の引継 (9) 監査事務所間の引継 

  

Ｑ７ レビュー業務の実施アプローチ － 全般 Ｑ７ レビュー業務の実施アプローチ － 全般 
財務諸表監査におけるリスク・アプローチと財務諸表のレビュー業務の実施アプローチでは、ど

のような点が異なるのか。 
 

財務諸表監査におけるリスク・アプローチと財務諸表のレビュー業務の実施アプローチでは、ど

のような点が異なるのか。 
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（省 略） （省 略） 

  

レビュー業務実務指針 2400 に準拠した財務諸表のレビュー業務において、実施する手続は質問及

び分析的手続が中心である（レビュー実 2400 第 14 項(1)参照）。業務実施者は、効果的かつ効率的に

レビューを実施するため、重要な虚偽表示が生じる可能性の高い財務諸表の領域を識別し（レビュー

実 2400 第 46 項参照）、当該領域に重点をおいて質問及び分析的手続を立案・実施することが求めら

れている（レビュー実 2400 第 47 項参照）。また、監査業務とは異なり、識別した重要な虚偽表示リス

クの中から特別な検討を必要とするリスクを決定するような、重点領域を階層的に識別し評価するこ

とも求められていない。 

保証業務実務指針 2400 に準拠した財務諸表のレビュー業務において、実施する手続は質問及び分

析的手続が中心である（保証実 2400 第 14 項(1)参照）。業務実施者は、効果的かつ効率的にレビュー

を実施するため、重要な虚偽表示が生じる可能性の高い財務諸表の領域を識別し（保証実 2400 第 46

項参照）、当該領域に重点をおいて質問及び分析的手続を立案・実施することが求められている（保証

実 2400 第 47 項参照）。また、監査業務とは異なり、識別した重要な虚偽表示リスクの中から特別な

検討を必要とするリスクを決定するような、重点領域を階層的に識別し評価することも求められてい

ない。 

  

（解説） （解説） 

レビュー業務の目的は、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて、主に質

問及び分析的手続を実施することで限定的保証を得ることにより、財務諸表が、すべての重要な点に

おいて、適用される財務報告の枠組みに準拠して作成されていない（適正表示の枠組みの場合は、適

正に表示されていない）と業務実施者に信じさせる事項が認められないかどうかに関し、結論を表明

できるようにすることである（レビュー実 2400 第 14 項(1)参照）。 

レビュー業務の目的は、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて、主に質

問及び分析的手続を実施することで限定的保証を得ることにより、財務諸表が、すべての重要な点に

おいて、適用される財務報告の枠組みに準拠して作成されていない（適正表示の枠組みの場合は、適

正に表示されていない）と業務実施者に信じさせる事項が認められないかどうかに関し、結論を表明

できるようにすることである（保証実 2400 第 14 項(1)参照）。 

  

（省 略） （省 略） 

  

Ｑ８ レビュー業務の実施アプローチ－ 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理

解 
Ｑ８ レビュー業務の実施アプローチ－ 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理

解 
レビュー業務において、企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解を行う上

で、どのような点に留意すべきか。 
 

レビュー業務において、企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解を行う上

で、どのような点に留意すべきか。 
 

  

レビュー業務において、業務実施者は、重要な虚偽表示が生じる可能性の高い財務諸表の領域を識

別し、当該領域に関する手続を立案する基礎を得るため、企業及び企業環境並びに適用される財務報

告の枠組みを理解することが求められている（レビュー実 2400 第 45 項参照）。企業及び企業環境等

をどの程度理解するかは、重要な虚偽表示が生じる可能性の高い財務諸表の領域に対して適切なレビ

ュー手続を立案・実施することができる程度に行う必要がある。 

レビュー業務において、業務実施者は、重要な虚偽表示が生じる可能性の高い財務諸表の領域を識

別し、当該領域に関する手続を立案する基礎を得るため、企業及び企業環境並びに適用される財務報

告の枠組みを理解することが求められている（保証実 2400 第 45 項参照）。企業及び企業環境等をど

の程度理解するかは、重要な虚偽表示が生じる可能性の高い財務諸表の領域に対して適切なレビュー

手続を立案・実施することができる程度に行う必要がある。 

  

（省 略） （省 略） 

（解説） （解説） 

レビュー業務において企業及び企業環境等の理解に当たり、理解することが求められている項目は

以下のとおりである。 

レビュー業務において企業及び企業環境等の理解に当たり、理解することが求められている項目は

以下のとおりである。 
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レビューの場合（レビュー実 2400 第 46 項） 監査の場合（監基報 315 第 18、19 項） 

(1) 企業に関連する産業、規制等の外部要因（適用

される財務報告の枠組みを含む。） 

(2) 企業の事業活動等 

① 事業運営 

② 所有と企業統治の構造 

③ 既存又は計画中の投資 

 

④ 組織構造や資本関係と資金調達の方法 

⑤ 企業目的と戦略 

(3) 企業の会計システム及び会計記録 

(4) 企業の会計方針の選択と適用 

(1) 企業及び企業環境に関する事項 

① 企業の組織構造、所有とガバナンス及びビ

ジネスモデル（ビジネスモデルが IT をどの程

度活用しているかを含む。） 

② 産業、規制等の外部要因 

③ 企業の業績を評価するために企業内外で使

用される測定指標 

(2) 適用される財務報告の枠組み並びに企業の会

計方針及び会計方針の変更がある場合にはその

理由 

(3) (1)及び(2)で理解した内容に基づき、適用され

る財務報告の枠組みに従って財務諸表を作成す

る過程で、固有リスク要因がどのように及びど

の程度、アサーションにおける虚偽表示の生じ

やすさに影響を及ぼすか。 
 

レビューの場合（保証実2400第46項） 監査の場合（監基報315第18、19項） 

(1) 企業に関連する産業、規制等の外部要因（適用

される財務報告の枠組みを含む。） 

(2) 企業の事業活動等 

① 事業運営 

② 所有と企業統治の構造 

③ 既存又は計画中の投資 

 

④ 組織構造や資本関係と資金調達の方法 

⑤ 企業目的と戦略 

(3) 企業の会計システム及び会計記録 

(4) 企業の会計方針の選択と適用 

(1) 企業及び企業環境に関する事項 

① 企業の組織構造、所有とガバナンス及びビ

ジネスモデル（ビジネスモデルがITをどの程

度活用しているかを含む。） 

② 産業、規制等の外部要因 

③ 企業の業績を評価するために企業内外で使

用される測定指標 

(2) 適用される財務報告の枠組み並びに企業の会

計方針及び会計方針の変更がある場合にはその

理由 

(3) (1)及び(2)で理解した内容に基づき、適用され

る財務報告の枠組みに従って財務諸表を作成す

る過程で、固有リスク要因がどのように及びど

の程度、アサーションにおける虚偽表示の生じ

やすさに影響を及ぼすか。 
 

（省 略） （省 略） 

  

さらに、監査業務では、企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みを理解する際の監査

手続として、経営者への質問、分析的手続、観察及び記録や文書の閲覧が要求されているが(監基報

315 第 13 項参照)、レビュー業務では、質問及び分析的手続が企業及び企業環境並びに適用される財

務報告の枠組みを理解する上で有用であるとされている（レビュー実2400の A87項及び A90項参照）。 

さらに、監査業務では、企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みを理解する際の監査

手続として、経営者への質問、分析的手続、観察及び記録や文書の閲覧が要求されているが(監基報

315 第 13 項参照)、レビュー業務では、質問及び分析的手続が企業及び企業環境並びに適用される財

務報告の枠組みを理解する上で有用であるとされている（保証実 2400 の A87 項及び A90 項参照）。 

これらは、監査業務（合理的保証業務）とレビュー業務（限定的保証業務）の目的の違いに起因す

るものであり、レビュー業務における理解の範囲及び程度は、監査における理解の範囲及び程度に比

べると限定的であると考えられる。 

これらは、監査業務（合理的保証業務）とレビュー業務（限定的保証業務）の目的の違いに起因す

るものであり、レビュー業務における理解の範囲及び程度は、監査における理解の範囲及び程度に比

べると限定的であると考えられる。 

一方、財務報告の枠組みについては、その受入可能性を判断する際に理解することとなるが、受入

可能性を判断する上で考慮する要素について、監査基準報告書 210「監査業務の契約条件の合意」の

A4 項及びレビュー業務実務指針 2400 の A44 項では、企業の特性、財務諸表の目的、財務諸表の特性

及び適用される財務報告の枠組みが法令等に規定されているかどうかなどの要素を考慮することと

されており、監査業務とレビュー業務において、財務報告の枠組みの受入可能性に係る判断基準に差

はないものと考えられる。 

一方、財務報告の枠組みについては、その受入可能性を判断する際に理解することとなるが、受入

可能性を判断する上で考慮する要素について、監査基準報告書 210「監査業務の契約条件の合意」の

A4 項及び保証業務実務指針 2400 の A44 項では、企業の特性、財務諸表の目的、財務諸表の特性及び

適用される財務報告の枠組みが法令等に規定されているかどうかなどの要素を考慮することとされ

ており、監査業務とレビュー業務において、財務報告の枠組みの受入可能性に係る判断基準に差はな

いものと考えられる。 

なお、レビュー業務実務指針 2400 の要求事項は、限定的保証業務であるレビュー業務を実施する

上で、業務実施者が最低限理解しておくべき事項を定めたものである。このため、効果的なレビュー

業務を実施するためには、重要な虚偽表示リスクとなる可能性のある事業上のリスクや企業の内部統

なお、保証業務実務指針 2400 の要求事項は、限定的保証業務であるレビュー業務を実施する上で、

業務実施者が最低限理解しておくべき事項を定めたものである。このため、効果的なレビュー業務を

実施するためには、重要な虚偽表示リスクとなる可能性のある事業上のリスクや企業の内部統制等を
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制等を理解することが有用となる場合もあることに留意する。 理解することが有用となる場合もあることに留意する。 

  

Ｑ９ 監査とレビューにおける重要性の考え方の違いについて Ｑ９ 監査とレビューにおける重要性の考え方の違いについて 
監査とレビュー業務実務指針 2400 に準拠したレビューの間で重要性の考え方に違いはあるか。 

 

監査と保証業務実務指針2400に準拠したレビューの間で重要性の考え方に違いはあるか。 
 

  

監査業務は合理的保証業務、レビュー業務は限定的保証業務であることから、両者の間で保証水準

は異なることとなり、手続に差異が生じるが、財務諸表全体において何が重要であるかの判断は両者

の間で同一である（レビュー実 2400 の A73 項参照）。したがって、同一の財務諸表又は個別の財務表

に対する監査における重要性の基準値（監査基準報告書 320「監査の計画及び実施における重要性」

第９項参照）とレビュー業務実務指針 2400 に準拠したレビューにおける重要性の基準値（レビュー

実 2400 第 43 項参照）は、同一水準となる。 

監査業務は合理的保証業務、レビュー業務は限定的保証業務であることから、両者の間で保証水準

は異なることとなり、手続に差異が生じるが、財務諸表全体において何が重要であるかの判断は両者

の間で同一である（保証実 2400 の A73 項参照）。したがって、同一の財務諸表又は個別の財務表に対

する監査における重要性の基準値（監査基準報告書 320「監査の計画及び実施における重要性」第９

項参照）と保証業務実務指針 2400 に準拠したレビューにおける重要性の基準値（保証実 2400 第 43 項

参照）は、同一水準となる。 

一方、監査業務においては重要性の基準値より低い金額となる手続実施上の重要性を設定すること

が求められているが（監基報 320 第８項(3)及び第 10 項参照）、レビュー業務実務指針 2400 において

は手続実施上の重要性を設定することは求められていない（レビュー実 2400 第 43 項参照）。ただし、

財務諸表に重要な虚偽表示が存在する可能性が高いと認められる事項に対する追加的な手続を設計

する場合など、手続実施上の重要性の考え方を参考にすることも考えられる。 

一方、監査業務においては重要性の基準値より低い金額となる手続実施上の重要性を設定すること

が求められているが（監基報 320 第８項(3)及び第 10 項参照）、保証業務実務指針 2400 においては手

続実施上の重要性を設定することは求められていない（保証実 2400 第 43 項参照）。ただし、財務諸

表に重要な虚偽表示が存在する可能性が高いと認められる事項に対する追加的な手続を設計する場

合など、手続実施上の重要性の考え方を参考にすることも考えられる。 

また、監査又はレビューの実施過程で識別された未修正の虚偽表示に対して、集計しても明らかに

財務諸表に重要な影響を与えないと想定する虚偽表示の金額を「明らかに僅少」な額として定める場

合があるが（監査基準報告書 450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」第４項及びレビュー実 2400

の A118-2JP 項参照）、この「明らかに僅少」であるかどうかの判断も、監査とレビューにおいて同一

である。 

また、監査又はレビューの実施過程で識別された未修正の虚偽表示に対して、集計しても明らかに

財務諸表に重要な影響を与えないと想定する虚偽表示の金額を「明らかに僅少」な額として定める場

合があるが（監査基準報告書 450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」第４項及び保証実 2400 の

A118-2JP 項参照）、この「明らかに僅少」であるかどうかの判断も、監査とレビューにおいて同一で

ある。 

  

（解説） （解説） 

（省 略） （省 略） 

  

Ｑ10 レビュー業務実務指針 2400 に準拠した期中財務諸表のレビューに係る重要性の基準値の決定 Ｑ10 保証業務実務指針 2400 に準拠した期中財務諸表のレビューに係る重要性の基準値の決定 

レビュー業務実務指針 2400 に準拠した期中財務諸表のレビューの重要性は、どのように考える

か。 
 

保証業務実務指針2400に準拠した期中財務諸表のレビューの重要性は、どのように考えるか。 
 

  

業務実施者は、重要性の基準値を、報告対象とする財務諸表に基づいて算定する。したがって、レ

ビュー業務実務指針 2400 に準拠した期中財務諸表のレビューに係る重要性の基準値は、原則として、

対象とする期中財務諸表の数値を用いて決定する。ただし、期中財務諸表が年度の財務諸表との関連

で利用されている場合には、年度の財務諸表の数値を用いてレビュー業務実務指針 2400 に準拠した

期中財務諸表のレビューに係る重要性を決定することが適切な場合がある。 

業務実施者は、重要性の基準値を、報告対象とする財務諸表に基づいて算定する。したがって、保

証業務実務指針 2400 に準拠した期中財務諸表のレビューに係る重要性の基準値は、原則として、対

象とする期中財務諸表の数値を用いて決定する。ただし、期中財務諸表が年度の財務諸表との関連で

利用されている場合には、年度の財務諸表の数値を用いて保証業務実務指針 2400 に準拠した期中財

務諸表のレビューに係る重要性を決定することが適切な場合がある。 
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（解説） （解説） 

期中財務諸表が利用される状況には様々なケースがあることから、レビュー業務実務指針 2400 に

準拠した期中財務諸表のレビューに係る重要性の決定は年度の財務諸表のレビューよりも複雑とな

る場合がある。例えば、想定される期中財務諸表の利用者が、特定の状況（例：企業買収時や資金調

達の計画時）における潜在的な虚偽表示に関心がある場合など、期中財務諸表の数値が年度の財務諸

表の結果にどのような影響を与えるかについてではなく、期中財務諸表の数値のみに関心がある場合

がある。このような場合には、年度の財務諸表の数値ではなくレビューの対象となる期中財務諸表の

数値（例：対象となる期中財務諸表の税引前当期純利益）を用いて重要性の基準値を決定することが

適切となる。 

期中財務諸表が利用される状況には様々なケースがあることから、保証業務実務指針 2400 に準拠

した期中財務諸表のレビューに係る重要性の決定は年度の財務諸表のレビューよりも複雑となる場

合がある。例えば、想定される期中財務諸表の利用者が、特定の状況（例：企業買収時や資金調達の

計画時）における潜在的な虚偽表示に関心がある場合など、期中財務諸表の数値が年度の財務諸表の

結果にどのような影響を与えるかについてではなく、期中財務諸表の数値のみに関心がある場合があ

る。このような場合には、年度の財務諸表の数値ではなくレビューの対象となる期中財務諸表の数値

（例：対象となる期中財務諸表の税引前当期純利益）を用いて重要性の基準値を決定することが適切

となる。 

一方、年度の財務諸表に対して継続的にレビューを実施しているような場合で期中財務諸表につい

てレビュー業務実務指針 2400 に準拠したレビューを依頼されるときには、期中財務諸表の利用者は

期中財務諸表を年度の財務諸表の一部と捉えていることが想定される。このような場合には業務実施

者は重要性の基準値の決定において年度の財務諸表の数値を使用することが適切な場合がある（レビ

ュー実 2400 の A73-2JP 項参照）。 

一方、年度の財務諸表に対して継続的にレビューを実施しているような場合で期中財務諸表につい

て保証業務実務指針 2400 に準拠したレビューを依頼されるときには、期中財務諸表の利用者は期中

財務諸表を年度の財務諸表の一部と捉えていることが想定される。このような場合には業務実施者は

重要性の基準値の決定において年度の財務諸表の数値を使用することが適切な場合がある（保証実

2400 の A73-2JP 項参照）。 

  

Ｑ11 追加的な手続 Ｑ11 追加的な手続 
レビュー業務において、追加的な手続はどのような場合に実施するのか。また、実施する追加的

な手続の種類や範囲はどのように決定するのか。 
 

レビュー業務において、追加的な手続はどのような場合に実施するのか。また、実施する追加的

な手続の種類や範囲はどのように決定するのか。 
 

  

業務実施者は、レビューの過程で財務諸表に重要な虚偽表示が存在する可能性が高いと認められる

事項に気付いた場合、追加的な手続の実施が求められる。実施する追加的な手続は、当該事項による

影響について、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示が存在する可能性が高くない、又は全体とし

ての財務諸表に重要な虚偽表示が存在するといういずれかの結論を得られるまで実施することが求

められる（レビュー実 2400 第 57 項参照）。追加的な手続は、重要な虚偽表示が存在する可能性が高

いと認められる事項に対するより詳細な質問や分析的手続から、詳細テスト（実証手続）や確認の実

施まで、個々の状況により異なる。 

業務実施者は、レビューの過程で財務諸表に重要な虚偽表示が存在する可能性が高いと認められる

事項に気付いた場合、追加的な手続の実施が求められる。実施する追加的な手続は、当該事項による

影響について、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示が存在する可能性が高くない、又は全体とし

ての財務諸表に重要な虚偽表示が存在するといういずれかの結論を得られるまで実施することが求

められる（保証実 2400 第 57 項参照）。追加的な手続は、重要な虚偽表示が存在する可能性が高いと

認められる事項に対するより詳細な質問や分析的手続から、詳細テスト（実証手続）や確認の実施ま

で、個々の状況により異なる。 

  

（解説） （解説） 

（省 略） （省 略） 

  

期中レビューの基準においても、監査人は、中間財務諸表に重要な点において適正に表示していな

い事項が存在する可能性が高いと認められる場合には、追加的な質問や関係書類の閲覧等の追加的な

手続を実施して当該事項の有無を確かめ、その事項の結論への影響を検討しなければならないとされ

ており（「期中レビュー基準」 第二 実施基準 ７参照）、追加的な手続の実施が同様に求められて

いる。両者において、追加的な手続を実施しなければならない状況(業務実施者又は監査人が判断し

期中レビューの基準においても、監査人は、中間財務諸表に重要な点において適正に表示していな

い事項が存在する可能性が高いと認められる場合には、追加的な質問や関係書類の閲覧等の追加的な

手続を実施して当該事項の有無を確かめ、その事項の結論への影響を検討しなければならないとされ

ており（「期中レビュー基準」 第二 実施基準 ７参照）、追加的な手続の実施が同様に求められて

いる。両者において、追加的な手続を実施しなければならない状況(業務実施者又は監査人が判断し
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た重要な虚偽表示の可能性の高さ)自体には差がないものと考えられる。ただし、期中レビューの基

準に基づくレビューは、年度の財務諸表の監査人が監査人としての知識を活用して行うものであるた

め、財務諸表に重要な虚偽表示が存在する可能性が高いと認められる事項に気付く頻度は、レビュー

業務実務指針 2400 に準拠したレビューの場合より、一般的には多いものと考えられる。 

た重要な虚偽表示の可能性の高さ)自体には差がないものと考えられる。ただし、期中レビューの基

準に基づくレビューは、年度の財務諸表の監査人が監査人としての知識を活用して行うものであるた

め、財務諸表に重要な虚偽表示が存在する可能性が高いと認められる事項に気付く頻度は、保証業務

実務指針 2400 に準拠したレビューの場合より、一般的には多いものと考えられる。 

重要な虚偽表示が存在する可能性が高いと認められる事項に関して実施すべき追加的な手続につ

いても、レビュー業務実務指針 2400 と期中レビューの基準とで基本的に相違はないと考えられる。

財務及び会計に関する事項に責任を有する者や業務を担当する適切な者に詳細な質問を実施し、関連

する証憑を閲覧する等、状況に応じた追加的な手続を選択適用する。また、追加的な手続をどこまで

実施するかについては、レビュー業務実務指針 2400 では、重要な虚偽表示が存在する可能性が高く

ないと結論付けられるまで実施するのに対し、期中レビューの基準では、重要な虚偽表示の有無を確

かめるまで実施することとされている。両者の表現に違いはあるものの、いずれの場合もレビューの

結論を形成できるように十分かつ適切な証拠を入手することに重点を置いて行うことを意図してお

り、相違はないと考えられる。ただし、期中レビューの基準に基づくレビューは、年度の財務諸表の

監査を前提として実施されるものであるため、年度の財務諸表の監査の実効性の観点から、期中レビ

ュー手続と同時に年度の監査手続を実施することがある。そのような場合、実務的にはどこまでが期

中レビューの結論を得るために必要な手続であるかを明確にする必要性に乏しいことから、結果的に

期中レビューの結論を表明する前に実施される追加的な手続の方がレビュー業務実務指針 2400 に準

拠したレビューに比べ、より証拠力の強い手続が行われる可能性がある。 

重要な虚偽表示が存在する可能性が高いと認められる事項に関して実施すべき追加的な手続につ

いても、保証業務実務指針 2400 と期中レビューの基準とで基本的に相違はないと考えられる。財務

及び会計に関する事項に責任を有する者や業務を担当する適切な者に詳細な質問を実施し、関連する

証憑を閲覧する等、状況に応じた追加的な手続を選択適用する。また、追加的な手続をどこまで実施

するかについては、保証業務実務指針 2400 では、重要な虚偽表示が存在する可能性が高くないと結

論付けられるまで実施するのに対し、期中レビューの基準では、重要な虚偽表示の有無を確かめるま

で実施することとされている。両者の表現に違いはあるものの、いずれの場合もレビューの結論を形

成できるように十分かつ適切な証拠を入手することに重点を置いて行うことを意図しており、相違は

ないと考えられる。ただし、期中レビューの基準に基づくレビューは、年度の財務諸表の監査を前提

として実施されるものであるため、年度の財務諸表の監査の実効性の観点から、期中レビュー手続と

同時に年度の監査手続を実施することがある。そのような場合、実務的にはどこまでが期中レビュー

の結論を得るために必要な手続であるかを明確にする必要性に乏しいことから、結果的に期中レビュ

ーの結論を表明する前に実施される追加的な手続の方が保証業務実務指針 2400 に準拠したレビュー

に比べ、より証拠力の強い手続が行われる可能性がある。 

  

（省 略） （省 略） 

Ｑ12 初年度レビュー業務 Ｑ12 初年度レビュー業務 
初年度レビュー業務の場合の留意点は何か。 

 

初年度レビュー業務の場合の留意点は何か。 
 

  

レビュー契約を新規に締結する際には、品質管理基準報告書第１号に基づいて定めた監査事務所の

方針又は手続に従って、業務実施者は、レビュー契約の新規の締結の前提条件及びこれに影響を及ぼ

す要因を考慮し、契約の新規の締結の可否を検討する。初年度レビュー業務で前任者が存在する場合

には、業務実施者の交代に際して適切に業務の引継を行うことが求められる。 

レビュー契約を新規に締結する際には、品質管理基準報告書第１号に基づいて定めた監査事務所の

方針又は手続に従って、業務実施者は、レビュー契約の新規の締結の前提条件及びこれに影響を及ぼ

す要因を考慮し、契約の新規の締結の可否を検討する。初年度レビュー業務で前任者が存在する場合

には、業務実施者の交代に際して適切に業務の引継を行うことが求められる。 

初年度レビュー業務の場合、期首残高に関して以下を目的として質問及び分析的手続を行う（レビ

ュー実 2400 の A99-2JP 項参照)。 

初年度レビュー業務の場合、期首残高に関して以下を目的として質問及び分析的手続を行う（保証

実 2400 の A99-2JP 項参照)。 

① 期首残高に当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす虚偽表示が含まれているかどうか。 ① 期首残高に当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす虚偽表示が含まれているかどうか。 

② 期首残高に適用した適切な会計方針が当年度の財務諸表に継続して適用されているかどうか、

又は会計方針の変更が適用される財務報告の枠組みに準拠して適切に処理され、その表示及び開

示が妥当かどうか。 

② 期首残高に適用した適切な会計方針が当年度の財務諸表に継続して適用されているかどうか、

又は会計方針の変更が適用される財務報告の枠組みに準拠して適切に処理され、その表示及び開

示が妥当かどうか。 

期首残高に関する質問及び分析的手続は、財務諸表に対する質問及び分析的手続の一環として通常

行うことが多い。 

期首残高に関する質問及び分析的手続は、財務諸表に対する質問及び分析的手続の一環として通常

行うことが多い。 
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（解説） （解説） 

初年度レビュー業務とは、業務実施者が初めて締結するレビュー契約であり、以下のいずれかの場

合がある（レビュー実 2400 第 17 項(17)参照)。 

初年度レビュー業務とは、業務実施者が初めて締結するレビュー契約であり、以下のいずれかの場

合がある（保証実 2400 第 17 項(17)参照)。 

① 前年度の財務諸表が監査又はレビューされていない場合 ① 前年度の財務諸表が監査又はレビューされていない場合 

② 前年度の財務諸表が前任者によって監査又はレビューされている場合 ② 前年度の財務諸表が前任者によって監査又はレビューされている場合 

  

業務実施者は、以下の場合には、レビュー契約を新規に締結することができない（レビュー実 2400

第 29 項参照)。 

業務実施者は、以下の場合には、レビュー契約を新規に締結することができない（保証実 2400 第

29 項参照)。 

① 当該レビュー業務に合理的な目的があると判断できない（レビュー実 2400 の A36 項参照）。 ① 当該レビュー業務に合理的な目的があると判断できない（保証実 2400 の A36 項参照）。 

② レビュー業務が状況において適切であると判断できない（レビュー実 2400 の A37 項参照）。 ② レビュー業務が状況において適切であると判断できない（保証実 2400 の A37 項参照）。 

③ 業務実施者が、独立性を含む、関連する職業倫理に関する規定を遵守できないと考える理由が

ある。 

③ 業務実施者が、独立性を含む、関連する職業倫理に関する規定を遵守できないと考える理由が

ある。 

④ 業務実施者の個々の業務の状況に関する予備的な理解の結果、レビュー業務の実施に必要な情

報が入手できないか、信頼できない可能性が高い（レビュー実 2400 の A38 項参照）。 

④ 業務実施者の個々の業務の状況に関する予備的な理解の結果、レビュー業務の実施に必要な情

報が入手できないか、信頼できない可能性が高い（保証実 2400 の A38 項参照）。 

⑤ 業務実施者が、レビュー業務の適切な実施に影響を及ぼす可能性がある程に、経営者の誠実性

に疑念を持つ理由がある。 

⑤ 業務実施者が、レビュー業務の適切な実施に影響を及ぼす可能性がある程に、経営者の誠実性

に疑念を持つ理由がある。 

⑥ 経営者がレビュー業務の契約条件において業務実施者の作業の範囲に制約を課しており、その

制約により、業務実施者が財務諸表に対する結論を表明しないことになると判断している。 

⑥ 経営者がレビュー業務の契約条件において業務実施者の作業の範囲に制約を課しており、その

制約により、業務実施者が財務諸表に対する結論を表明しないことになると判断している。 

  

レビュー業務においては、質問及び分析的手続が主要な手続であるため、業務執行責任者が経営者

の誠実性に疑念を有する場合、特に質問に対する回答の信頼性に重要な影響を及ぼす可能性があるた

め、当該レビュー契約の新規の締結は適切ではない（レビュー実 2400 の A33 項参照)。 

レビュー業務においては、質問及び分析的手続が主要な手続であるため、業務執行責任者が経営者

の誠実性に疑念を有する場合、特に質問に対する回答の信頼性に重要な影響を及ぼす可能性があるた

め、当該レビュー契約の新規の締結は適切ではない（保証実 2400 の A33 項参照)。 

レビュー契約の新規の締結の前提条件として、適用される財務報告の枠組みが受入可能かどうかを

判断する（特別目的の財務諸表の場合は、財務諸表の作成目的と想定利用者を理解することを含む）

とともに、経営者が以下の責任を有することを認識し理解していることについて、経営者の合意を得

る（レビュー実 2400 第 30 項参照)。 

レビュー契約の新規の締結の前提条件として、適用される財務報告の枠組みが受入可能かどうかを

判断する（特別目的の財務諸表の場合は、財務諸表の作成目的と想定利用者を理解することを含む）

とともに、経営者が以下の責任を有することを認識し理解していることについて、経営者の合意を得

る（保証実 2400 第 30 項参照)。 

① 適用される財務報告の枠組みに準拠して財務諸表を作成すること。適正表示の枠組みの場合

は、財務諸表を適正に表示することを含む。 

① 適用される財務報告の枠組みに準拠して財務諸表を作成すること。適正表示の枠組みの場合

は、財務諸表を適正に表示することを含む。 

② 不正か誤謬かを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断

する内部統制を整備及び運用すること。 

② 不正か誤謬かを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断

する内部統制を整備及び運用すること。 

③ 以下を業務実施者に提供すること。 ③ 以下を業務実施者に提供すること。 

・ 経営者が財務諸表の作成に関連すると認識している記録や証憑書類等の全ての情報 ・ 経営者が財務諸表の作成に関連すると認識している記録や証憑書類等の全ての情報 

・ 業務実施者がレビュー業務の目的に関連して経営者に追加的に依頼する情報 ・ 業務実施者がレビュー業務の目的に関連して経営者に追加的に依頼する情報 

・ 業務実施者が証拠を入手するために必要と判断した、企業構成員への制限のない質問や面談

の機会 

・ 業務実施者が証拠を入手するために必要と判断した、企業構成員への制限のない質問や面談

の機会 
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初年度レビュー業務で前任者（前任監査人又は前任の業務実施者をいう。）が存在する場合には、倫

理規則 R320.8 項に基づいて適切に業務の引継を行うことにより、レビュー契約の締結の可否の判断

及びレビュー業務を実施する上で有用な情報を入手する（レビュー実 2400 の A34 項参照）。その際、

監査基準報告書 900「監査人の交代」が参考になるが、財務諸表監査の引継と同等の手続の実施は求

められておらず、例えば、前任者の調書を閲覧するかどうかは職業的専門家としての判断による。 

初年度レビュー業務で前任者（前任監査人又は前任の業務実施者をいう。）が存在する場合には、倫

理規則 R320.8 項に基づいて適切に業務の引継を行うことにより、レビュー契約の締結の可否の判断

及びレビュー業務を実施する上で有用な情報を入手する（保証実 2400 の A34 項参照）。その際、監査

基準報告書 900「監査人の交代」が参考になるが、財務諸表監査の引継と同等の手続の実施は求めら

れておらず、例えば、前任者の調書を閲覧するかどうかは職業的専門家としての判断による。 

前任者の監査意見又はレビューの結論が除外事項付意見又は除外事項付結論である場合は、通常、

当年度の重要な虚偽表示が生じる可能性の高い財務諸表の領域を識別する際、除外事項付意見又は除

外事項付結論の原因となった事項の及ぼす影響を考慮する（レビュー実 2400 の A99-3JP 項参照）。 

前任者の監査意見又はレビューの結論が除外事項付意見又は除外事項付結論である場合は、通常、

当年度の重要な虚偽表示が生じる可能性の高い財務諸表の領域を識別する際、除外事項付意見又は除

外事項付結論の原因となった事項の及ぼす影響を考慮する（保証実 2400 の A99-3JP 項参照）。 

期首残高に関する質問及び分析的手続の実施に際しては、監査基準報告書 510「初年度監査の期首

残高」が参考になるが、監査手続と同等の手続の実施は求められておらず、例えば、レビュー対象の

財務諸表に対する質問及び分析的手続の一環として、期首残高が他の関連情報と矛盾する変動や関係

等が識別されたかどうかを判断し、その結果、期首残高に当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす虚

偽表示が含まれている可能性が高いと認められた場合には、追加的な手続を立案し実施することにな

る。 

期首残高に関する質問及び分析的手続の実施に際しては、監査基準報告書 510「初年度監査の期首

残高」が参考になるが、監査手続と同等の手続の実施は求められておらず、例えば、レビュー対象の

財務諸表に対する質問及び分析的手続の一環として、期首残高が他の関連情報と矛盾する変動や関係

等が識別されたかどうかを判断し、その結果、期首残高に当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす虚

偽表示が含まれている可能性が高いと認められた場合には、追加的な手続を立案し実施することにな

る。 

  

Ｑ13 継続企業 Ｑ13 継続企業 
レビュー業務における、継続企業の前提の検討はどのように考えればよいか。 

 

レビュー業務における、継続企業の前提の検討はどのように考えればよいか。 
 

  

レビュー業務においては、以下のように継続企業の前提の検討を行う。 レビュー業務においては、以下のように継続企業の前提の検討を行う。 

・ 評価期間：適用される財務報告の枠組みで要求される経営者の評価期間と同じ期間を対象とす

る（レビュー実 2400 第 53 項参照）。 

・ 評価期間：適用される財務報告の枠組みで要求される経営者の評価期間と同じ期間を対象とす

る（保証実 2400 第 53 項参照）。 

・ 実施手続：継続企業の前提に関して経営者が行った評価や、継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせるような事象又は状況が存在するかどうかについての質問を実施する（レビュー実2400第

48 項(6)及び(7)参照）。 

・ 実施手続：継続企業の前提に関して経営者が行った評価や、継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせるような事象又は状況が存在するかどうかについての質問を実施する（保証実 2400 第 48

項(6)及び(7)参照）。 

また、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に気付いた場合には、経

営者の対応策、その実行可能性、及びその対応策が当該事象又は状況を解消し、又は改善するも

のであるかどうかについて、経営者に質問し、その回答を評価する（レビュー実 2400 第 54 項参

照）。 

また、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に気付いた場合には、経

営者の対応策、その実行可能性、及びその対応策が当該事象又は状況を解消し、又は改善するも

のであるかどうかについて、経営者に質問し、その回答を評価する（保証実 2400 第 54 項参照）。 

・ 結論及び報告：評価の結果、以下の場合には、結論及び報告への影響を考慮する（レビュー実

2400 第 85-2JP 項から第 85-5JP 項参照）。 

・ 結論及び報告：評価の結果、以下の場合には、結論及び報告への影響を考慮する（保証実 2400

第 85-2JP 項から第 85-5JP 項参照）。 

① 継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが重要な不確実性が認められ

る場合 

① 継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが重要な不確実性が認められ

る場合 

② 継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でないと判断した場合 ② 継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でないと判断した場合 
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（解説） （解説） 

(1) 評価期間 (1) 評価期間 

・ 適用される財務報告の枠組みで要求される経営者の評価期間 ・ 適用される財務報告の枠組みで要求される経営者の評価期間 

業務実施者は、適用される財務報告の枠組みで要求される経営者の評価期間と同じ期間を対象

として、継続企業の前提の検討を実施することとなる。評価期間の考え方は監査基準報告書 570

「継続企業」と同様であり、財務諸表の表示に関する規則に従う場合、少なくとも期末日の翌日

から１年間評価することになる（レビュー実 2400 の A98-2JP 項参照）。 

業務実施者は、適用される財務報告の枠組みで要求される経営者の評価期間と同じ期間を対象

として、継続企業の前提の検討を実施することとなる。評価期間の考え方は監査基準報告書 570

「継続企業」と同様であり、財務諸表の表示に関する規則に従う場合、少なくとも期末日の翌日

から１年間評価することになる（保証実 2400 の A98-2JP 項参照）。 

なお、適用される財務報告の枠組みにおいて、経営者の評価が明示的に要求されておらず、評

価期間についても規定されていない場合には、通常、財務諸表の表示に関する規則に準じて評価

し、それとは異なる評価期間を用いる場合には、財務諸表において、適用される財務報告の枠組

みとして記述することになると考えられる。 

なお、適用される財務報告の枠組みにおいて、経営者の評価が明示的に要求されておらず、評

価期間についても規定されていない場合には、通常、財務諸表の表示に関する規則に準じて評価

し、それとは異なる評価期間を用いる場合には、財務諸表において、適用される財務報告の枠組

みとして記述することになると考えられる。 

  

・ 期中レビューとの相違 ・ 期中レビューとの相違 

（省 略） （省 略） 

しかし、本実務指針に準拠したレビュー業務においては、適用される財務報告の枠組みは限定

されていないため、レビュー業務実務指針 2400 に準拠した期中財務諸表のレビューであっても、

中間財務諸表の表示に関する規則が適用になるとは限らない。年度の財務諸表の表示に関する規

則に従う場合には少なくとも期中財務諸表の会計期間の末日の翌日から１年間評価することに

なる。 

しかし、本実務指針に準拠したレビュー業務においては、適用される財務報告の枠組みは限定

されていないため、保証業務実務指針 2400 に準拠した期中財務諸表のレビューであっても、中間

財務諸表の表示に関する規則が適用になるとは限らない。年度の財務諸表の表示に関する規則に

従う場合には少なくとも期中財務諸表の会計期間の末日の翌日から１年間評価することになる。 

（省 略） （省 略） 

(2) 結論及び報告 (2) 結論及び報告 

（省 略） （省 略） 

  

Ｑ14 結論の類型 Ｑ14 結論の類型 
レビュー報告書に記載される結論には、どのような類型があるか。 

 

レビュー報告書に記載される結論には、どのような類型があるか。 
 

  

レビューの結論の類型は、無限定の結論（レビュー実 2400 第 73 項及び第 74 項参照）と除外事項

付結論があり、除外事項付結論の類型は以下のとおりである。 

レビューの結論の類型は、無限定の結論（保証実 2400 第 73 項及び第 74 項参照）と除外事項付結

論があり、除外事項付結論の類型は以下のとおりである。 

  

除外事項付結論（レビュー実 2400 第 75 項から第 85-5JP 項参照） 

除外事項付結論を表明する原因

の性質 

除外事項付結論を表明する原因となる事項が財務諸表に及ぼす影響

の範囲、又は及ぼす可能性のある影響の範囲が広範なものかどうか

という業務実施者の判断 

重要だが広範ではない 重要かつ広範である 

除外事項付結論（保証実2400第75項から第85-5JP項参照） 

除外事項付結論を表明する原因

の性質 

除外事項付結論を表明する原因となる事項が財務諸表に及ぼす影響

の範囲、又は及ぼす可能性のある影響の範囲が広範なものかどうか

という業務実施者の判断 

重要だが広範ではない 重要かつ広範である 
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財務諸表に重要な虚偽表示があ

る 
限定付結論 否定的結論 

財務諸表における重要な項目に

関する十分かつ適切な証拠を入

手できない 

限定付結論 結論の不表明 

 

財務諸表に重要な虚偽表示があ

る 
限定付結論 否定的結論 

財務諸表における重要な項目に

関する十分かつ適切な証拠を入

手できない 

限定付結論 結論の不表明 

 

  

（解説） （解説） 

業務実施者は、財務諸表が、適用される財務報告の枠組みに準拠して作成されていないと業務実施

者に信じさせる事項がすべての重要な点において認められないと結論付ける限定的保証を得た場合、

無限定の結論を表明する（レビュー実 2400 第 73 項参照）。 

業務実施者は、財務諸表が、適用される財務報告の枠組みに準拠して作成されていないと業務実施

者に信じさせる事項がすべての重要な点において認められないと結論付ける限定的保証を得た場合、

無限定の結論を表明する（保証実 2400 第 73 項参照）。 

一方、業務実施者が、(1)財務諸表に重要な虚偽表示があると判断する場合、又は(2)重要な項目に

関する十分かつ適切な証拠が入手できない場合は除外事項付結論を表明する（レビュー実 2400 第 75

項）。さらに、業務実施者は、除外事項付結論を表明する原因となる事項が財務諸表に及ぼす影響の範

囲、又は及ぼす可能性のある影響の範囲が広範なものかどうか判断する。 

一方、業務実施者が、(1)財務諸表に重要な虚偽表示があると判断する場合、又は(2)重要な項目に

関する十分かつ適切な証拠が入手できない場合は除外事項付結論を表明する（保証実 2400 第 75 項）。

さらに、業務実施者は、除外事項付結論を表明する原因となる事項が財務諸表に及ぼす影響の範囲、

又は及ぼす可能性のある影響の範囲が広範なものかどうか判断する。 

財務諸表に重要な虚偽表示がある場合で、影響の範囲が重要だが広範でない場合は、限定付結論を

表明する (レビュー実 2400 第 77 項(1)参照)。一方、影響の範囲が重要かつ広範である場合は、否定

的結論を表明する（レビュー実 2400 第 77 項(2)参照）。 

財務諸表に重要な虚偽表示がある場合で、影響の範囲が重要だが広範でない場合は、限定付結論を

表明する (保証実 2400 第 77 項(1)参照)。一方、影響の範囲が重要かつ広範である場合は、否定的結

論を表明する（保証実 2400 第 77 項(2)参照）。 

重要な項目に関する十分かつ適切な証拠を入手できない場合で、影響の範囲が重要だが広範でない

場合は、限定付結論を表明する（レビュー実 2400 第 81 項(1)参照）。一方、影響の範囲が重要かつ広

範である場合は、結論の不表明とする（レビュー実 2400 第 81 項(2)参照）。 

重要な項目に関する十分かつ適切な証拠を入手できない場合で、影響の範囲が重要だが広範でない

場合は、限定付結論を表明する（保証実 2400 第 81 項(1)参照）。一方、影響の範囲が重要かつ広範で

ある場合は、結論の不表明とする（保証実 2400 第 81 項(2)参照）。 

これら結論の類型は、期中レビューの基準に基づくレビューと同じである。 これら結論の類型は、期中レビューの基準に基づくレビューと同じである。 

  

  

Ｑ15 期中財務諸表の作成に当たって適用される財務報告の枠組み（適正表示と準拠性） Ｑ15 期中財務諸表の作成に当たって適用される財務報告の枠組み（適正表示と準拠性） 
期中財務諸表に対して任意でレビュー業務を実施する場合、「適正表示の枠組み」と「準拠性の枠

組み」は、具体的にどのような考え方に従って分類すればよいのか。 
 

期中財務諸表に対して任意でレビュー業務を実施する場合、「適正表示の枠組み」と「準拠性の枠

組み」は、具体的にどのような考え方に従って分類すればよいのか。 
 

  

（省 略） （省 略） 

（解説） （解説） 

（省 略） （省 略） 

  

また、我が国において一般に公正妥当と認められる第２種中間財務諸表の作成基準に準拠して作成

された中間財務諸表に関しては、通常、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠した中間

監査が実施される。我が国において一般に公正妥当と認められる第２種中間財務諸表の作成基準は、

原則として年度決算に適用される会計処理の原則及び手続に準拠して中間財務諸表を作成すること

また、我が国において一般に公正妥当と認められる第２種中間財務諸表の作成基準に準拠して作成

された中間財務諸表に関しては、通常、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠した中間

監査が実施される。我が国において一般に公正妥当と認められる第２種中間財務諸表の作成基準は、

原則として年度決算に適用される会計処理の原則及び手続に準拠して中間財務諸表を作成すること
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を求めているが、簡便な決算手続の適用も許容するとともに、年度の財務諸表と比較して一部の注記

事項の省略等が認められている。したがって、中間財務諸表に対してレビュー業務実務指針 2400 に

準拠したレビュー業務を実施する場合は、当該中間財務諸表は準拠性の枠組みに基づく期中財務諸表

として取り扱う。 

を求めているが、簡便な決算手続の適用も許容するとともに、年度の財務諸表と比較して一部の注記

事項の省略等が認められている。したがって、中間財務諸表に対して保証業務実務指針 2400 に準拠

したレビュー業務を実施する場合は、当該中間財務諸表は準拠性の枠組みに基づく期中財務諸表とし

て取り扱う。 

  

Ｑ16 ISRE2400 との比較 Ｑ16 ISRE2400 との比較 
レビュー業務実務指針 2400 と ISRE2400 の主な相違点は何か。 

 

保証業務実務指針2400とISRE2400の主な相違点は何か。 
 

  

レビュー業務実務指針 2400 と ISRE2400 の相違点は、主に以下のとおりである。 保証業務実務指針 2400 と ISRE2400 の相違点は、主に以下のとおりである。 

・ レビュー業務実務指針 2400 と ISRE2400 とで実施すべき手続に実質的な差異はないが、レビュ

ー業務実務指針 2400 では、実務上の適用をより明確にするため、監査基準報告書等を参考に、要

求事項又は適用指針を追加している。 

・ 保証業務実務指針 2400 と ISRE2400 とで実施すべき手続に実質的な差異はないが、保証業務実

務指針 2400 では、実務上の適用をより明確にするため、監査基準報告書等を参考に、要求事項又

は適用指針を追加している。 

  

（解説） （解説） 

ISRE2400 は、財務諸表のレビュー業務に対する実務上の指針を、一つの基準で提供しているため、

国際監査基準（ISA）と比べて、要求事項又は適用指針が詳細に記載されているわけではない。しかし

ながら、ISRE2400 は、業務実施者が保証業務の技能及び技法を有することを求めており（ISRE2400 第

24 項参照）、業務実施者がレビュー業務を実施するに当たり、必要に応じて国際監査基準（ISA）を参

照することを想定しているものと考えられる。そのため、実務上の適用をより明確にするため、レビ

ュー業務実務指針 2400 では、ISRE2400 に記載されていないとしても、レビュー業務において実施又

は考慮する必要があると考えられる主な事項を、監査基準報告書等を参考に、要求事項及び適用指針

に追加している。 

ISRE2400 は、財務諸表のレビュー業務に対する実務上の指針を、一つの基準で提供しているため、

国際監査基準（ISA）と比べて、要求事項又は適用指針が詳細に記載されているわけではない。しかし

ながら、ISRE2400 は、業務実施者が保証業務の技能及び技法を有することを求めており（ISRE2400 第

24 項参照）、業務実施者がレビュー業務を実施するに当たり、必要に応じて国際監査基準（ISA）を参

照することを想定しているものと考えられる。そのため、実務上の適用をより明確にするため、保証

業務実務指針 2400 では、ISRE2400 に記載されていないとしても、レビュー業務において実施又は考

慮する必要があると考えられる主な事項を、監査基準報告書等を参考に、要求事項及び適用指針に追

加している。 

レビュー業務実務指針 2400 において、追加した事項の概要は以下のとおりである。 保証業務実務指針 2400 において、追加した事項の概要は以下のとおりである。 

  

定義 

（第 17 項） 

定義に、(12)JP 期中財務諸表、(13)JP 業務執行責任者,(14)JP 業務チー

ム、(15)JP 業務ファイル、(16)JP 除外事項付結論、(17)JP 初年度レビュ

ー業務、(18)JP 前任者、(19)JP 前任の業務実施者、(20)JP 調書、(21)JP

保証業務の技能及び技法、を追加している。 

審査 

（第 25 項） 

(4)④に業務執行責任者の審査の受審義務を追加している（監査基準報告

書 220「監査業務における品質管理」第 36 項参照）。 

審査 

（第27-3JP項及びA33-

2 項） 

審査担当者が評価しなければならない事項を追加している（品基報第２

号第 25 項及び A35 項及び A44 項から A45 項参照）。 

独立性 

（第 27-2JP 項） 

業務執行責任者に、独立性の保持に関する方針又は手続の遵守状況の確

認義務を追加している（監基報 220 第 16 項から第 21 項参照）。 

定義 

（第17項） 

定義に、(12)JP期中財務諸表、(13)JP業務執行責任者,(14)JP業務チーム、

(15)JP業務ファイル、(16)JP除外事項付結論、(17)JP初年度レビュー業

務、(18)JP前任者、(19)JP前任の業務実施者、(20)JP調書、(21)JP保証業

務の技能及び技法、を追加している。 

審査 

（第25項） 

(4)④に業務執行責任者の審査の受審義務を追加している（監査基準報告

書220「監査業務における品質管理」第36項参照）。 

審査 

（第27-3JP項及びA33-

2項） 

審査担当者が評価しなければならない事項を追加している（品基報第２

号第25項及びA35項及びA44項からA45項参照）。 

独立性 

（第27-2JP項） 

業務執行責任者に、独立性の保持に関する方針又は手続の遵守状況の確

認義務を追加している（監基報220第16項から第21項参照）。 
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レビュー上の判断の相

違 

（第 27-4JP 項） 

レビュー上の判断の相違に関する要求事項を追加している（監基報 220 第

37 項参照）。 

限定的保証業務におけ

る保証水準（A13-2JP

項） 

限定的保証業務における保証水準は一般的に幅があり、職業的専門家と

しての判断による旨の適用指針を追加している。 

継続的レビュー業務 

（A57 項） 

事業年度ごとに新規のレビュー契約書を取り交わすことが適切である旨

を追加している（監基報 210 の A28 項参照）。 

監査役等とのコミュニ

ケーション（A63-2JP

項） 

監査役等とのコミュニケーションは、監査役等が財務諸表の作成を監視

する責任を有するかどうかを勘案して行われる旨を追加している。 

監査役等とのコミュニ

ケーション 

（A69 項） 

監査役等とのコミュニケーションのために作成した文書が第三者へ提示

される場合の適用指針を追加している（監査基準報告書 260「監査役等と

のコミュニケーション」の A42 項参照）。 

期中財務諸表の重要性 

（A73-2JP 項） 

レビュー業務実務指針 2400 に準拠した期中財務諸表のレビュー業務にお

ける重要性の決定に関する適用指針を追加している。 

質問 

（第 48 項） 

質問事項に期中レビュー手続で質問する事項として例示されている以下

の三つを追加している。 

(10) 重要な会計方針又は表示方法の変更（会計基準等の改正に伴う会計

方針又は表示方法の変更を含む。）があるか（変更がある場合には、そ

の内容、理由及び適切に遡及適用されているか等）（レ基報第１号の A12

項(1)の２つ目参照）。 

(11) 財務諸表に重要な影響を及ぼすと認められる事項に気が付いた場

合には、当該事項の内容が財務諸表において適切に会計処理及び開示

されているか（レ基報第１号の A12 項(6)参照）。 

(12) 訴訟事件等の有無（レ基報第１号の A12 項(10)参照） 

経営者確認書 

（第 61 項） 

(3)に経営者確認書において、未修正の虚偽表示が個別にも集計しても重

要でない旨を確認すること、その際、未修正の虚偽表示の要約を記載又は

添付しなければならない旨を追加している（監基報 450 第 13 項参照）。 

経営者確認書の日付

（A108-2JP 項） 

経営者確認書の日付より前に結論を表明することはできず、その結果、レ

ビュー報告書日を経営者確認書の日付より前にすることはできないた

め、経営者確認書の日付は、通常、レビュー報告書の日付とする旨を追加

している。 

継続企業の前提 

（A98-2JP 項） 

継続企業の前提に関する経営者の評価期間を追加している（監基報 570 の

A10 項参照）。 

レビュー上の判断の相

違 

（第27-4JP項） 

レビュー上の判断の相違に関する要求事項を追加している（監基報220第

37項参照）。 

限定的保証業務におけ

る保証水準（A13-2JP

項） 

限定的保証業務における保証水準は一般的に幅があり、職業的専門家と

しての判断による旨の適用指針を追加している。 

継続的レビュー業務 

（A57項） 

事業年度ごとに新規のレビュー契約書を取り交わすことが適切である旨

を追加している（監基報210のA28項参照）。 

監査役等とのコミュニ

ケーション（A63-2JP

項） 

監査役等とのコミュニケーションは、監査役等が財務諸表の作成を監視

する責任を有するかどうかを勘案して行われる旨を追加している。 

監査役等とのコミュニ

ケーション 

（A69項） 

監査役等とのコミュニケーションのために作成した文書が第三者へ提示

される場合の適用指針を追加している。（監査基準報告書260「監査役等と

のコミュニケーション」のA42項参照） 

期中財務諸表の重要性 

（A73-2JP項） 

保証業務実務指針2400に準拠した期中財務諸表のレビュー業務における

重要性の決定に関する適用指針を追加している。 

質問 

（第48項） 

質問事項に期中レビュー手続で質問する事項として例示されている以下

の三つを追加している。 

(10) 重要な会計方針又は表示方法の変更（会計基準等の改正に伴う会計

方針又は表示方法の変更を含む。）があるか（変更がある場合には、その

内容、理由及び適切に遡及適用されているか等）（レ基報第１号のA12項

(1)の２つ目参照）。 

(11) 財務諸表に重要な影響を及ぼすと認められる事項に気が付いた場

合には、当該事項の内容が財務諸表において適切に会計処理及び開示さ

れているか（レ基報第１号のA12項(6)参照）。 

(12) 訴訟事件等の有無（レ基報第１号のA12項(10)参照） 

経営者確認書 

（第61項） 

(3)に経営者確認書において、未修正の虚偽表示が個別にも集計しても重

要でない旨を確認すること、その際、未修正の虚偽表示の要約を記載又は

添付しなければならない旨を追加している（監基報450第13項参照）。 

経営者確認書の日付

（A108-2JP項） 

経営者確認書の日付より前に結論を表明することはできず、その結果、レ

ビュー報告書日を経営者確認書の日付より前にすることはできないた

め、経営者確認書の日付は、通常、レビュー報告書の日付とする旨を追加

している。 

継続企業の前提 

（A98-2JP項） 

継続企業の前提に関する経営者の評価期間を追加している。（監基報570

のA10項参照） 
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継続企業の前提 

（第 85-2JP 項から第

85-4JP 項、A123-2JP 項

及び A123-3JP 項） 

継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが、重要な

不確実性が認められると結論付ける場合の取扱いを追加している（監基

報 570 第 18 項、第 21項、第 22 項、A30 項及び A32 項参照）。 

継続企業の前提 

（第 85-5JP 項） 

継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合の取扱

いを追加している（監基報 570 第 20 項参照）。 

初年度レビュー業務 

（A99-2JP 項及び A99-

3JP 項） 

初年度レビュー業務の期首残高に関する手続を追加している（監基報 510

第２項参照）。 

未修正の虚偽表示 

（A118-2JP 項） 

未修正の虚偽表示の影響を考慮する際に、明らかに僅少なものを除くこ

とができる旨を追加している（監基報 450 第４項及び A2 項参照）。 

除外事項付結論の類型

（A120-2JP 項） 

除外事項付結論を表明する原因の性質と、それが財務諸表に及ぼす影響

の範囲、又はその影響の範囲が広範かどうかという業務実施者の判断が

結論の類型にどのように影響するかを追加している。 

配布又は利用制限（第

90-2JP 項） 

特別目的の財務諸表のレビュー業務の場合、レビュー報告書に配布又は

利用の制限を付すことが適切であると判断する場合の取扱いを追加して

いる。 

比較情報 

（第 92-2JP 項から第

92-11JP 項） 

比較情報が表示される場合のレビュー報告書における取扱いを追加して

いる（監査基準報告書 710「過年度の比較情報‐対応数値と比較財務諸表」

第９項から第 18項参照）。 

業務実施者の監査事務

所の所在地（A138-2JP

項） 

一般目的の財務諸表のレビュー報告書は、主として業務を行った監査事

務所の所在地を記載することが求められており、監査事務所の所在地と

して、例えば、業務実施者が執務する事業所の都市名又は登記されている

事業所名を記載する旨を追加している。 

調書 

（第 93 項） 

(4)から(7)に職業倫理に関する規定、独立性の遵守、レビュー契約締結に

関して到達した結論、専門的な見解の問合せに関する調書化の要求事項

を追加している（監基報 220 第 41 項参照）。 

調書 

（第 96-2JP 項から第

96-5JP項、及びA151項） 

審査の記録、調書整理期限、調書の保管、整理期限後の調書の修正や追加

の取扱いに関する要求事項及び適用指針を追加している（監基報 220 第

36 項、レビュー業務実務指針 3402「受託業務に係る内部統制の保証報告

書に関する実務指針」第 49 項から第 51 項及び品基報第２号の第 30 項参

照）。 
 

継続企業の前提 

（第 85-2JP 項から第

85-4JP項、A123-2JP項

及びA123-3JP項） 

継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが、重要な

不確実性が認められると結論付ける場合の取扱いを追加している（監基

報570第18項、第21項、第22項、A30項及びA32項参照）。 

継続企業の前提 

（第85-5JP項） 

継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合の取扱

いを追加している（監基報570第20項参照）。 

初年度レビュー業務 

（A99-2JP項及びA99-

3JP項） 

初年度レビュー業務の期首残高に関する手続を追加している（監基報510

第２項参照）。 

未修正の虚偽表示 

（A118-2JP項） 

未修正の虚偽表示の影響を考慮する際に、明らかに僅少なものを除くこ

とができる旨を追加している（監基報450第４項及びA2項）。 

除外事項付結論の類型

（A120-2JP項） 

除外事項付結論を表明する原因の性質と、それが財務諸表に及ぼす影響

の範囲、又はその影響の範囲が広範かどうかという業務実施者の判断が

結論の類型にどのように影響するかを追加している。 

配布又は利用制限（第

90-2JP項） 

特別目的の財務諸表のレビュー業務の場合、レビュー報告書に配布又は

利用の制限を付すことが適切であると判断する場合の取扱いを追加して

いる。 

比較情報 

（第 92-2JP 項から第

92-11JP項） 

比較情報が表示される場合のレビュー報告書における取扱いを追加して

いる（監査基準報告書710「過年度の比較情報‐対応数値と比較財務諸表」

第９項から第18項参照）。 

業務実施者の監査事務

所の所在地（A138-2JP

項） 

一般目的の財務諸表のレビュー報告書は、主として業務を行った監査事

務所の所在地を記載することが求められており、監査事務所の所在地と

して、例えば、業務実施者が執務する事業所の都市名又は登記されている

事業所名を記載する旨を追加している。 

調書 

（第93項） 

(4)から(7)に職業倫理に関する規定、独立性の遵守、レビュー契約締結に

関して到達した結論、専門的な見解の問合せに関する調書化の要求事項

を追加している（監基報220第41項参照）。 

調書 

（第 96-2JP 項から第

96-5JP項、及びA151項） 

審査の記録、調書整理期限、調書の保管、整理期限後の調書の修正や追加

の取扱いに関する要求事項及び適用指針を追加している（監基報220第36

項、保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関す

る実務指針」第49項から第51項及び品基報第２号の第30項参照）。 
 

  

以  上 以  上 
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改正案 現 行 

・ 本実務ガイダンス（2022 年 10 月 13 日改正）は、次の公表物の公表に伴う修正を反映してい

る。 

－ 保証業務実務指針（序）「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体

系及び用語」（2022 年７月 21 日公表） 

・ 本実務指針（2024 年●月●日改正）は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。 

－ 企業会計審議会「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に係る意見書」（2024 年

３月 27 日公表） 
 

・ 本実務ガイダンス（2022年10月13日改正）は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。 

－ 保証業務実務指針（序）「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体

系及び用語」（2022年７月21日公表） 
 

  

以  上  


